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基本から
応用まで

各種資格
取得

いつでも
入れます

武豊町道崎26-7
（葬儀の相談窓口ビル2F） 
名鉄知多武豊駅徒歩5分

MOS試験会場

〈定休日〉
毎週木曜日・日曜・祝日

TEL.0569-77-0025

武豊本店 知 多 郡 武 豊 町 字 長 尾 山 7 4 番 地
TEL（0569）72-1175　FAX（0569）73-5409

半 田 店 半 田 市 清 水 北 町 1 3 番 地
TEL（0569）21-7844　FAX（0569）22-5052

中 本 屋株式会社

学校教材・教育機器・事務用機器・文房具
ワーキングウェアのご用命

承ります

武豊高校男女制服 標準型男子高校学生服
武豊中、富貴中制服・体操服・カバン
町 内 小 学 校 体 操 服 ・ カ バ ン
町 内 保 育 園 園 児 服 ・ 帽 子

TEL 〈0569〉72-0080
FAX 〈0569〉72-7300

武豊町字道崎（名鉄武豊駅東）

総 合 衣 料

学生衣料は当店で
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教育・スポーツ・文化
　学校教育課 ☎72-1111小学校・中学校 問

●就学時健康診断（新入学予定者）
　小学校へ入学する児童の健康診断を行います。健康診断の通知を9月頃に発送します。途中転入者で通知が
届かなかった人は、学校教育課まで連絡してください。
●就学援助
　町内の小中学校に在学し、子どもを就学させるのに経済的な理由で困窮している人に、学用品費・修学旅行
費・給食費等を援助します。
【対象者】
　次の、いずれかに該当する人で教育委員会が認める人
　１．生活保護を受けている人
　２．生活保護が停止または廃止された人
　３．町民税が非課税または減免された人
　４．個人事業税または固定資産税が減免された人
　　（住宅新築の場合の固定資産税の減額は該当しません）
　５．国民年金の掛金が免除または国民健康保険税が減免された人
　６．児童扶養手当が支給されている人
　７．生活福祉資金の貸付を受けている人
　８．失業対策事業適格者手帳を持っているまたは職業安定所登録日雇労働者である人
　９．その他、経済的理由により就学援助を受けたい人
【問合せ・申込み】
　援助を希望される人は、学校教育課または各学校へお問合せください。

●私立高等学校等授業料補助
　私立高等学校等に在籍する生徒の保護者の負担を軽減するため、授業料の一部を補助します。

【対象者】
　10月1日現在、次の私立高等学校等に在籍する生徒で、保護者の住所が町内にある人
　１．私立学校法に規定する高等学校（全日制、定時制に限る）
　２．私立学校法に規定する専修学校（高等課程に限る）
　３．学校教育法に規定する朝鮮中高級学校（高級部に限る）
※授業料納付を全額免除されている人は、補助を受けることができません。
【補助額】
　一人につき、上限12,000円（年額）
【申込み】
　毎年10月頃に所定の用紙に記入し、在学している学校から在学証明書を受け、学校教育課へお申込みくだ
さい。用紙は学校教育課または町ホームページから入手できます。

教
育
・ス
ポ
ー
ツ
・
文
化

教
育
・ス
ポ
ー
ツ
・
文
化

●小中学校に関する手続き
【町外から転入する場合】
　１．住民窓口課または富貴支所で転入の手続きをする
　２．学校教育課で学校に関する転入の手続きをする
　３．前の学校で受け取った書類（在学証明書、教科用図書給与証明書等）を転学する学校へ提出する
【町外へ転出する場合】
　１．住民窓口課または富貴支所で転出の手続きをする
　２．学校教育課で学校に関する転出の手続きをする
　３．在籍していた学校から書類（在学証明書、教科書給与証明書等）を受け取る
　４．学校で発行した書類を持参し、転出先で手続きをし、転学する学校へ提出する
【町内で転居する場合】
　１．住民窓口課または富貴支所で転居の手続きをする
　２．学校教育課で学校に関する転居の手続きをする
　３．在籍していた学校から書類（在学証明書、教科用図書給与証明書等）を受け取り、転学する学校へ提出する

●小中学校一覧
学校名 住　　所 電話番号 校　　訓

武豊小学校 字高野前1

衣浦小学校 字目堀36

富貴小学校 大字冨貴字郷南79

字長宗一丁目1緑丘小学校

字中根四丁目5武豊中学校

大字東大高字熊野西8富貴中学校

72-1073

72-1356

72-0272

73-4011

72-1283

72-0271

明るく　強く　より高く

明るく　たくましく　心豊かに

考える子　明るい子　たくましい子

よく遊び　よく学べ

親和・協力

ただしく　つよく　あたたかく

※通学区域は、児童生徒の住民票の住所に基づいて定められています。新入学生には、1月頃に「入学通知書」
　をお送りします。
※現在、居宅を新築中で住所の異動が確定している等、特別な理由により、通学区域以外の学校を希望され
　る人は、学校教育課までご相談ください。



シードラゴン
ダイビングサービス

〒470-2361 武豊町字多賀7-71

TEL.0569-72-0147

印刷で応援します。
武豊の東洋印刷です！

〒470-2521 武豊町大字東大高字豊倉新田8-7
FAX.0569-73-6115　E-mail 39toyo@tac-net.ne.jp

TEL.0569-73-3939
東洋印刷株式会社

14,000

96 97

●総合体育館使用料金表【旧】※平成29年7月31日利用分まで（単位：円）

区　　分
午前

専　
　
　
　
　

用

個　

人

第
１

第
２

第
３

9:00～
12:00

13:00～
16:00

16:00～
18:30

18:30～
21:30

延　　長
１ 時 間

全　　日
継続使用

午前1 午後2 夜間
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●総合体育館使用料金表【新】※平成29年8月1日利用分から（単位：円）

全面

バスケット（1面）

バレーボール（1面）

バドミントン（1面）

卓球（1台）

冷暖房

全面

バドミントン（1面）

全面

卓球（1台）

会議室（1室）

視聴覚室 900

300

300

1,800

600

1,800

300

600

1,200

1,800

3,600

900

300

300

1,800

600

1,800

300

600

1,200

1,800

3,600

750

250

250

1,500

500

1,500

250

500

1,000

1,500

3,000

900

300

400

2,100

700

2,100

400

700

1,400

2,100

4,200

300

100

100

600

200

600

100

200

400

600

1,200

3,000

1,000

1,000

6,000

2,000

6,000

1,000

2,000

4,000

6,000

12,000

競技場

トレーニング室 1人1回につき　一般200

1人1回につき　一般100　小中学生50

区　　分
午前

専
用

個
人

第
１

第
２

第
３

9:00～
12:00

13:00～
16:00

16:00～
18:30

18:30～
21:30

延長
1時間

全日
継続使用

午前1 午後2 夜間

全面

バスケット（1面）

バレーボール（1面）

バドミントン（1面）

卓球（1台）

冷暖房

全面

バドミントン（1面）

全面

卓球（1台）

会議室（1室）

視聴覚室 400

100

350

1,800

700

2,100

1時間につき　10,000

350

700

1,400

2,100

4,200

400

100

350

1,800

700

2,100

350

700

1,400

2,100

4,200

300

100

300

1,500

600

1,750

300

600

1,200

1,750

3,500

400

100

400

2,100

800

2,400

400

800

1,600

2,400

4,800

130

30

110

600

230

700

110

230

460

700

1,400

1,300

300

1,100

6,000

2,300

7,000

1,100

2,300

4,600

7,000

競技場

トレーニング室 1人1回につき　一般200

1人1回につき　一般100　小中学生50

※平成29年8月1日利用分から運動公園・弓道場に加え総合体育館、緑地グラウンドの利用については、武豊町並びに
　半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、阿久比町、東浦町、南知多町及び美浜町に在住、在勤及び在学する者以外
　の者が使用する場合の使用料は、それぞれの表により算定された額の2倍の額になります。　

1時間につき　8,000

総合体育館

〒470-2521
武豊町大字東大高字清水128番地

☎72-1114（総合体育館）

●第一競技場の2分の1、3分の1、若しくは４分の１又は第二・第三競技場の2分の1の面積を一単位として専用使用する場合は、この
表に定める使用料に2分の1又は3分の1を乗じて得た額とします。●体育、スポーツで、入場料を徴収して専用使用する場合及び体育、
スポーツ以外の目的で専用使用する場合は、この表に定める使用料に3を乗じて得た額とします。●午前から午後を継続して使用する場
合は、この表に定める使用料に、1時間に相当する使用料を加算した額とします。●準備又は原状回復を行う目的で使用するときは、この
表に定める使用料に2分の1を乗じて得た額とします。●「個人使用」欄の「一般」とは、高校生を含めた一般社会人をいいます。

■開館時間　9時00分～21時30分
■休館日　月曜日（月曜日が祝日の場合は開館）、年末年始（12/28～1/4）
■申込受付時間　8時30分～20時30分
■使用料金
　・使用料は、すべて体育館に設置してある自動券売機で購入した体育館利用券で納入してください。
　・使用料は、使用日当日に納入してください。
　・使用料は、原則として還付しません。
　・使用日の６日前以降のキャンセルは、キャンセル料が発生します。
■申込方法
　①一般・合宿申込
　・予約の方法は、窓口・電話・インターネットでできます。（当日不可）
　・使用月の前々月１日から窓口のみで予約を受け付けます。　
　 その翌日からは電話・インターネットでも予約を受け付けます。
　 ただし、１日が日曜日または休館日の場合の窓口予約はその月の最初の開館日からとなります。
　 その時の電話・インターネット予約は最初の開館日の翌日からとなります。
　・予約の期限は、窓口及び電話は使用日の前日17時00分、インターネットは前日中となります。
　②大会申込
　・大会の予約受付は、使用月の6か月前の1日から窓口のみで受け付けます。
■使用の不許可
　・営利を目的として使用しようとするとき。
　・使用期間が５日以上継続するとき。
　・公の秩序若しくは善良な風俗をみだすおそれがあると認めるとき。
　・その他、管理上支障があると認めるとき。
■許可の取消
　・条例及び管理規則に違反したとき。
　・許可に付された条件に違反したとき。
　・許可の目的以外に使用したとき。



〒470-2317 武豊町砂川 1丁目 20-1

0569-73-5550半田店

【受付時間】平日／10：00～22：00　土日祝／12：00～20：00（半田店／10：00～18：00）

〒461-0005 名古屋市東区東桜 2-15-4　神谷ビル 2F

052-979-2922東桜店

24時間
年中無休

充実した
設備

豊富な
スタジオ
レッスン

万全な
セキュリティー

レンタル
アイテムも
充実

驚きの
低価格
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グラウンド

両面 1時間

1時間

1時間

1,540
2,060

5,400円

2,700円

700円

2,700円

1,350円

350円

460円

230円

60円

平日
日・祝

1,030
1,330

平日
日・祝

150
200

平日
日・祝

片面

1面

1面

テニスコート

1時間まで

1時間を超える30分ごとに

2時間を超える30分ごとに

1時間まで

1時間を超える30分ごとに

2時間を超える30分ごとに

1時間まで

1時間を超える30分ごとに

2時間を超える30分ごとに

●運動公園使用料金表【旧】※平成29年7月31日利用分まで（単位：円）
区　分 単位 使用料 照明料

グラウンド

テニスコート

両面 1時間

1時間

1時間

1,600
7,000円

3,500円

3,500円

1,750円

300円

150円

800

300

片面

1時間まで

1時間を超える30分ごとに

1時間まで

1時間を超える30分ごとに

1時間まで

1時間を超える30分ごとに

●運動公園使用料金表【新】※平成29年8月1日利用分から（単位：円）
区　分 単位 使用料 照明料

■開園時間　9時00分～17時00分　
　　　　　　※早朝利用は、6時00分～8時30分、夜間利用は、17時30分～21時30分
■休園日　月曜日（月曜日が祝日の場合は開園し翌日休園）、年末年始（12/28～1/4）
■使用料金
　・使用料は、当日使用前に納入してください。
　・使用料は、原則として還付しません。
　・使用日の7日前を経過した後のキャンセルは、キャンセル料が発生します。
　（雨天等により使用できない場合を除く）
■使用の不許可
　・営利を目的として使用するとき。
　・公の秩序または善良な風俗をみだすおそれがあると認めたとき。
　・その他管理上支障があると認めたとき。
　・雨天の場合、グラウンドの利用に支障のあるとき。
■許可の取消
　・条例及び条例施行規則に違反したとき。　　　　　
　・許可の目的以外に使用したとき。
　・公共の福祉のためやむを得ない理由があるとき。　　
　・その他教育委員会が認めたとき。
■申込方法
　〈運動公園グラウンド〉
　・予約は、窓口・電話・インターネットでできます。
　・使用月の前々月１日から窓口のみで予約を受け付けます。その翌日からは電話・インターネットでも
　 予約を受け付けます。
　 ただし、１日が日曜日または休園日の場合の窓口受付はその月の最初の開園日からとなります。
　 その時の電話・インターネット予約は最初の開園日の翌日からとなります。
　・予約の期限は、窓口及び電話は使用日の前日17時00分、インターネットは前日中となります。
　〈運動公園テニスコート〉
　・テニスコートは抽選になります。
　①窓口・電話：利用月2か月前　1日9時00分～7日17時00分
　　インターネット：同8時30分～  同23時59分
　　までに、2か月先の利用抽選申込受付。
　②利用月2か月前8日にコンピュータによる抽選処理。
　③利用月2か月前11日9時00分～15日17時00分に申込者当落確認。
　④利用月2か月前16日に当選者をシステムへ自動予約。
　⑤利用月2か月前18日～空いた部分を先着順で受付。
　〈運動公園グラウンド・テニスコート共通事項〉
　・予約をするためには利用者登録が必要になります。
　・大会の予約は、6か月前の1日から総合体育館窓口のみで受付けます。

運動公園

〒470-2521
武豊町大字冨貴字久原1番地3

☎73-5900



半田港運株式会社

一般港運送事業・倉庫業・通関業・船舶代理店業
貨物自動車運送業・砂利、砂及び石等の販売業

港 を 通 し て
地 域 社 会 に 貢 献 す る

総 合 物 流 企 業

取締役社長　浅　野　　皇

h t t p：/ / w w w . h a n d a k o u n . c o . j p

知多郡武豊町1号地3ー8
TEL 0569ー72ー1236 
FAX 0569ー72ー2131

〈武豊支店〉

半田市11号地1番4
TEL 0569ー23ー2301
FAX 0569ー23ー4030

〈本　　社〉

オートリブ株式会社 愛知事業所
〒470-2372 武豊町字甚田23番3
TEL0569-74-0862㈹ FAX0569-74-0852

Driven for life
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100 101

50
70

平日
日・祝

100
150

平日
日・祝

1,030
1,540

平日
日・祝

100
150

平日
日・祝

200
300

平日
日・祝

2,060
3,090

平日
日・祝

50
70

平日
日・祝

100
150

平日
日・祝

1,540
2,310

平日
日・祝

個人

中学生

高校生・一般

専用

●弓道場使用料金表【旧】※平成29年7月31日利用分まで（単位：円）

区　分
半日

  9:00～13:00
13:00～17:00

全日

9:00～17:00

夜間

17:00～21：00

50

100

1,400

100

200

2,800

50

100

2,000

個人
中学生

高校生・一般

専用

●弓道場使用料金表【新】※平成29年8月1日利用分から（単位：円）

区　分
半日

  9:00～13:00
13:00～17:00

全日

9:00～17:00

夜間

17:00～21：00

全面

半面 1時間

1時間

無料

無料

●緑地グラウンド使用料金表【旧】※平成29年7月31日利用分まで（単位：円）
区　分 単位 使用料

全面

半面 1時間

1時間

100

200

●緑地グラウンド使用料金表【新】※平成29年8月1日利用分から（単位：円）
区　分 単位 使用料

〒470-2341
武豊町字5号地内

☎72-1114（総合体育館）

■開園時間　9時00分～21時00分
■休園日　月曜日（月曜日が祝日の場合は開園し翌日休園）、年末年始（12/28～1/4）
■使用料金　
　・使用料は、当日使用前に納入してください。　・使用料は、原則として還付しません。
　・弓道場につきましては直接、弓道場へ納入してください。
　・使用日の7日前を経過した後のキャンセルは、キャンセル料が発生します。
■使用の不許可　
　・営利を目的として使用するとき。　・公の秩序または善良な風俗をみだすおそれがあると認めたとき。　
　・その他管理上支障があると認めたとき。
■許可の取消　
　・条例及び条例施行規則に違反したとき。　・許可の目的以外に使用したとき。
　・公共の福祉のためやむを得ない理由があるとき。　・その他教育委員会が認めたとき。
■申込方法　
　・申込は、総合体育館（TEL 72-1114）にお問合わせください。
　・初心者、経験者を問わず使用を許可する者のための検定を随時行い、実力を承認された者に使用
　 認定証を与え、以後の使用を認めます。（検定を受ける資格は中学生以上。）
　・中学生の使用には、責任者（成人）同伴で使用してください。
　・施設の使用形態は、個人使用とします。ただし、団体使用は、大会開催時のみ許可します。

■利用できる時間　6時30分～19時00分
■休日　年末年始（12/28～1/4）
■申込方法（平成29年8月1日利用分より適用）
　・予約の方法は窓口、電話にて予約を受け付けます。　
　・使用月の前々月１日から窓口のみで予約を受け付けます。
　 その翌日から電話でも予約を受け付けます。ただし、１日が日曜日または休館日の場合の窓口予約は
　 その月の最初の開館日からとなります。その時の電話予約は最初の開館日の翌日からとなります。
　・大会の場合は、使用月の６か月前１日から窓口のみで受け付けます。
　・予約の期間は、窓口および電話は使用日前日の17時00分までです。
■使用料金
　・使用料は当日使用前に納入して下さい。（使用日が休館日の場合は使用前日）
　・使用料は原則として還付しません。
　・使用日の７日前を経過した後のキャンセルは、キャンセル料が発生します。
　（雨天等により使用できない場合を除く）

緑地グラウンド弓道場

〒470-2531
武豊町大字冨貴字細池15番地1

☎72-1114（総合体育館）



AGC_Corporate Logo_CMYK.ai

Happy Day

中山名古屋共同発電㈱
〒470‒2513 愛知県知多郡武豊町字一号地5番地
電話 0569‒74‒2040  FAX 0569‒74‒2041

名古屋発電所

〒541‒0047 大阪市中央区淡路町四丁目4番11号
　　 アーバネックス淡路町ビル

電話 06‒6205‒4901  FAX 06‒6205‒4902

本　社

☎72-1114（総合体育館）
■使用には団体登録が必要ですので総合体育館へお問合せ下さい。
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■開館時間　9時00分～17時00分
■休館日　月曜日、祝日、展示の変更・資料の整理期間､年末年始（12/28～1/4）
■入館料　無料

■開館時間　9時00分～19時00分
■休館日　月曜日（月曜日が祝日の場合は開館）、館内整理日（原則毎月最終金曜日）
　　　　　年末年始（12/28～1/4）、特別整理期間

体育館

柔剣道場

プレイルーム

運動場
（夜間照明施設）

衣浦小学校

富貴小学校

武豊小学校

武豊中学校

富貴中学校

武豊中学校

富貴中学校

衣浦小学校

富貴中学校

緑丘小学校

●学校体育施設使用料金表【旧】※平成29年7月31日利用分まで（単位：円）
施設名 学校名 利用区分 使用料

400

130

100

30

40

10

1,200

600

3時間まで

3時間まで

3時間を超える1時間ごとに

3時間まで

3時間を超える1時間ごとに

1時間まで

1時間を超える30分ごとに

3時間を超える1時間ごとに

体育館

柔剣道場

プレイルーム

運動場
（夜間照明施設）

衣浦小学校

富貴小学校

武豊小学校

武豊中学校

富貴中学校

武豊中学校

富貴中学校

衣浦小学校

富貴中学校

緑丘小学校

●学校体育施設使用料金表【新】※平成29年8月1日利用分から（単位：円）
施設名 学校名 利用区分 使用料

700

200

200

60

80

20

1,400

700

3時間まで

3時間まで

3時間を超える1時間ごとに

3時間まで

3時間を超える1時間ごとに

1時間まで

1時間を超える30分ごとに

3時間を超える1時間ごとに

※体育館、柔剣道場の半面利用は、1／2の額

学校体育施設 歴史民俗資料館

〒470-2336
武豊町字山ノ神20番地1

☎73-4100

図書館

〒470-2336
武豊町字山ノ神135番地1

☎73-6800



JXTGエネルギー株式会社特約店

株式会社タガヤ
TEL〈０５６９〉７３ー１０３６
武豊町小迎１９２ FAX〈０５６９〉７２ー１０３８

有限会社 井上工業
土木建設業

TEL.0569-72-9590
〒470-2531 武豊町富貴字笠松43-15 FAX.0569-73-6333

●町民会館使用料金表【旧】※平成29年7月31日利用分まで（単位：円）

区　　分
午前
9:00～
12:00

13:00～
17:00

18:00～
22:00

9:00～
22:00

午後 夜間 全日

輝きホール

響きホール

平日
土・日・祝日
平日
土・日・祝日

楽屋（1室あたり）
ギャラリー
創作工房
情報考房
練習室
スタジオ
ミーティングルーム1
ミーティングルーム2 400

300
1,200

400
1,200
1,400
1,200
1,200

500
1,200

6,500
5,700
14,900
12,300

500
400
1,400

500
1,600
1,900
1,600
1,600

600
1,500

9,000
7,800
20,100
16,800

600
400
1,600

600
1,800
2,300
1,900
1,900

700
1,600

11,000
9,600
23,600
20,000

1,500
1,100
4,200

1,500
4,600
5,600
4,700
4,700

1,600
4,300

23,800
20,700
52,700
44,100

ミーティングルーム3
和室（水屋含む）
共有スペース（上記以外） 1平方メートル1時間につき　2円

●町民会館使用料金表【新】※平成29年8月1日利用分から（単位：円）

区　　分
午前
9:00～
12:00

13:00～
17:00

18:00～
22:00

9:00～
22:00

午後 夜間 全日

輝きホール

響きホール

平日
土・日・祝日
平日
土・日・祝日

楽屋（1室あたり）
ギャラリー
創作工房
情報考房
練習室
スタジオ
ミーティングルーム1
ミーティングルーム2 500

300
1,600

500
1,200
1,900
1,600
1,600

200
1,600

8,400
7,400
17,800
14,700

700
400
1,900

700
1,600
2,600
2,200
2,200

300
2,100

11,700
10,100
24,100
20,100

700
400
2,200

700
1,800
3,200
2,600
2,600

300
2,200

14,300
12,400
28,300
24,000

1,700
1,100
5,400

1,700
4,600
7,200
6,100
6,100

700
5,500

28,500
24,800
63,200
52,900

ミーティングルーム3
和室（水屋含む）
共有スペース（上記以外） 1平方メートル1時間につき　2円

ホ
ー
ル

ホ
ー
ル

■開館時間　受付時間は9時00分～21時00分（貸館は22時00分まで）
■休館日　月曜日（祝日の場合は翌平日）、年末年始（12/28～1/4）
■使用時間
　午前（9時00分～12時00分）午後（13時00分～17時00分）夜間（18時00分～22時00分）の
　区分による使用となります。
　※連続使用可
■申込み方法
　直接会館での申込みとなります。(電話での仮予約も可能です。詳しくはお問合せ下さい。）
■受付期間
　毎月第１開館日9時30分から貸館抽選会開催
　●輝きホール：
　使用日の属する月の初日の6か月前から使用日の１か月前まで
　●響きホール：
　使用日の属する月の初日の6か月前から使用日の10日前まで
　●その他の施設：
　使用日の属する月の初日の2か月前から使用日の2日前まで
※１)施設を引き続き2日以上使用しようとする場合の使用日とは、その最初の日をいいます
※２)輝きホール又は響きホールとその他の施設を同一目的で併用して使用する場合は、それぞれのホー
　　ルの受付期間とします
※３)受付開始日の貸館抽選会に限り連続使用以外は、予約可能日数を２日を限度とします
※４)受付開始日の貸館抽選会以降の利用申込み者は、貸館抽選会の手続き完了後の受付となります

104 105

教
育
・ス
ポ
ー
ツ
・
文
化

教
育
・ス
ポ
ー
ツ
・
文
化

町民会館（ゆめたろうプラザ）

〒470-2555
武豊町字大門田11番地

☎74-1211



中山三星建材株式会社
Nakayama Mitsuboshi Steel Products,LTD.

創立年月日
設立年月日
資 本 金
代 表 者
従 業 員 数

昭和24年4月28日
平成11年4月1日
3億円
代表取締役　辻村　光夫
255名

事 業 内 容

本 社

名古屋工場

ホームページ

軽量形鋼、電縫鋼管、および建設関連製品の
製造・加工と販売
〒590-0983 大阪府堺市堺区山本町6丁124番地
TEL.072-227-6911㈹　FAX.072-227-6961
〒470-2513 愛知県知多郡武豊町1号地5番地
TEL.0569-72-1051　FAX.0569-72-4538
http://www.mitsuboshi-kenzai.co.jp/

〒475-0875 半田市山崎町25番地

★セントレアの空港タクシー★
★9人乗りジャンボタクシー★
★寝台及び車いす専用車★

24時間・年中無休タクシーのご用命は

0569-21-0685
一般タクシーから福祉車両まで
様々な要望に応えます。

安全タクシー株式会社

区　　分
午前
9～12

延長
12～13

午後
13～17

延長
17～18

夜間
18～21

延長
21～21.5

全日
9～21

講堂（舞台含む）
楽屋（和）
楽屋（洋）
教育研修室
第1和室
料理実習室
第1会議室
第2会議室
第3会議室
第4会議室
団体室
視聴覚室
第2和室
第5会議室
実習室
講座室

●中央公民館使用料金表【旧】※平成29年7月31日利用分まで（単位：円）

7,980 2,660 10,640 2,660 7,980 1,330 26,600
1,800
1,500
1,500
1,500
6,200
1,800
1,800
2,500
2,500
1,500
6,500
5,300
1,500
3,700
3,700

90
70
70
70
310
90
90
120
120
70
320
260
70
180
180

540
450
450
450
1,860
540
540
750
750
450
1,950
1,590
450
1,110
1,110

180
150
150
150
620
180
180
250
250
150
650
530
150
370
370

720
600
600
600
2,480
720
720
1,000
1,000
600
2,600
2,120
600
1,480
1,480

180
150
150
150
620
180
180
250
250
150
650
530
150
370
370

540
450
450
450
1,860
540
540
750
750
450
1,950
1,590
450
1,110
1,110

区　　分
午前
9～12

延長
12～13

午後
13～17

延長
17～18

夜間
18～21

延長
21～21.5

全日
9～21

講堂（舞台含む）
楽屋（和）
楽屋（洋）
教育研修室
第1和室
料理実習室
第1会議室
第2会議室
第3会議室
第4会議室
団体室
視聴覚室
第2和室
第5会議室
実習室
講座室

●中央公民館使用料金表【新】※平成29年8月1日利用分から（単位：円）

8,000 2,600 10,600 2,600 8,000 1,300 26,600
1,700
1,300
1,300
1,300
6,000
1,700
1,700
2,600
2,000
1,600
8,400
5,300
700
3,400
3,400

100
100
100
100
300
100
100
100
100
100
400
200
100
100
100

500
400
400
400
1,800
500
500
800
600
500
2,500
1,600
200
1,000
1,000

100
100
100
100
600
100
100
200
200
100
800
500
100
300
300

700
500
500
500
2,400
700
700
1,000
800
600
3,400
2,100
300
1,400
1,400

100
100
100
100
600
100
100
200
200
100
800
500
100
300
300

500
400
400
400
1,800
500
500
800
600
500
2,500
1,600
200
1,000
1,000

講
堂

１
階

２
階

３
階

講
堂

１
階

２
階

３
階

■開館時間　8時30分～17時00分ただし貸館は9時00分～21時30分
■休館日　月曜日(月曜日が祝日の場合は開館)、年末年始(12/28～1/4)
■施設の利用のしかた
●講座利用
　教養、趣味、実技等の講座を開きます。内容や申込み等の詳細は、「広報たけとよ」「生涯学習だより
　～カルチャー＆スポーツ」等でお知らせします。
●各室の利用
　利用申込み（予約）は使用しようとする日の2か月前からできます。ただし、長期間準備が必要となる場
　合の予約（展示会、発表会等）は6か月前から受付をします。また受付日が休館日の場合は、翌日受付
　となります。使用される2日前までに、中央公民館にて、使用料の支払いをして使用許可の手続きをし
　てください。
　・利用申込み（予約）は中央公民館の窓口、電話（9時00分から受付）、インターネット（登録が必要）
　からできます。
●施設利用上の注意
　・当日は使用許可書を提出し、部屋の鍵を受け取ってください。使用後は、整理、整頓、清掃をして、
　 机・イスなどは使用前の状態に戻して、戸締り施錠をして鍵を事務室へ返してください。
　・館内で飲食される場合は、事務室へお尋ねください。
　・営利、政治、宗教活動を目的とする利用はできません。

※その他、ご不明な点は事務室へお尋ねください。
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中央公民館

〒470-2336
武豊町字山ノ神20番地1

☎73-2424


